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１．一般廃棄物処理基本計画及び基本構想での整備用地の位置づけ 

当委員会で「新施設の整備用地」の検討にあたり、一般廃棄物処理基本計画及び基本構想で

の整備用地の位置づけを確認する。 
 

 

 

１．一般廃棄物処理基本計画（平成 20 年 3 月）における整備用地の位置づけ 

「一般廃棄物処理基本計画」において、整備用地については下記のように記されている。 

 

 

 

 

２．（仮称）新武蔵野クリーンセンター施設基本構想（平成 20 年 6 月）における

整備用地の位置づけ 

「（仮称）新武蔵野クリーンセンター施設基本構想」において、整備用地については下記

のように記されている。 

 

 

 

 

 

 

【武蔵野クリーンセンター敷地の継続使用の検討】 
現有の武蔵野クリーンセンターの敷地は、昭和５４年に「クリーンセンター建設特別市民委

員会」の中で検討を重ね、建替え用地の有無なども考慮した結果、選定されたものです。施設

建替えの検討にあたっては、２０年以上の長い期間にわたり周辺住民とパートナーシップを形

成し運営してきた貴重な用地であることを念頭に周辺住民との十分な協調関係を図ったうえ

で行います。 

（仮称）新武蔵野クリーンセンターの整備用地は、現武蔵野クリーンセンター敷地内の東側

に建て替え用地が確保されていますが、市民参加の先進事例としての現武蔵野クリーンセンタ

ーの用地選定経緯を踏まえ、市民参加による委員会において決定をしていくこととします。 
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２．法的な面の条件の確認 

法的な面の条件 

武蔵野市の都市計画では、市内の全域に用途地域が決められており、それぞれの用途地

域で建てられるもの、建てられないものが決まっている。 

ただし、ごみ焼却場を建設する位置については、建築基準法により、都市計画において

位置を決定もしくは位置の許可を得ることが定められており、ごみ焼却場については、市

の都市計画審議会で都市計画決定又は位置の許可を得ると、用途地域によって建てられな

いことはない。しかし、建築基準法、都市計画法の主旨を考えると通常は、工業地域や準

工業地域に建てることが望ましいと考えられる。 

現武蔵野クリーンセンターの整備用地については、整備用地決定後に「ごみ焼却場」と

して都市計画決定されている。その際、東側建て替え候補地部分も含めて都市計画決定さ

れている。よって、次ページの都市計画決定図のとおり、現時点では敷地の位置の範囲内

であれば、建て替えが可能になっている。 

本市の都市計画及び用途地域等の状況は、市全域で 9種類の用途地域が定められていま

すが、ほとんどの地域を第一種低層住居専用地域または第一種中高層住居専用地域が占め

ており、工業地域、工業専用地域といった用途の指定はない。 

また、準工業地域についても、住宅の密集する西久保三丁目と、民間工場のある中町二

丁目の一部が指定されているだけで、焼却施設の整備が可能な広さの土地は皆無となって

いる。実際に武蔵野市は面積 10.73km2を有していますが、その大半が市街化され、住宅地

は 7割を越えている。また、農地は３％に過ぎず、未利用地は２％弱しかない。 

 

 建築基準法第５１条 
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で

定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているもので

なければ、新築し、又は増築してはならない。  
ただし、特定行政庁（武蔵野市都市計画審議会）の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がな

いと認めて許可した場合、新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。 
 
 
 
都市計画法第１１条 
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設で必要なものを定めるものとする。この場

合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めること

ができる。  
三  水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又

は処理施設  
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現クリーンセンターでの都市計画決定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画決定図 
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３．新施設の整備用地の検討の進め方（委員会での検討過程） 

新施設の整備用地ケーススタディ 

用地候補について、現クリーンセンター用地を決定した時から、状況の変化はなく、市内に

おいては、まとまった用地を求めにくい状況はある 

 
（１）整備用地の条件から、下記に適合する用地を抽出 

 
選定にあたっての視点 

①面積要件による抽出 

・新施設の整備用地として最低限必要とされる1.3ha以上の広さを有する用地を抽出する。 

②幅員 10ｍ以上の現況道路または、都市計画道路によるアクセスが可能な土地。 

・道路アクセスおよび交通渋滞、収集効率のよさは不可欠な要素。 

③農地は、対象から外す 

・市内の土地利用状況から、これ以上農地は減らすべきではない。 

  ・本市の農業は都市化の波に押され、極めて厳しい環境の中に存在してきた。昨今都市農業

の大切な役割は、生産面にとどまらず多機能性からも見直されてきており、将来への可

能性を確かめつつ、積極的に振興を図っていくことを望まれる。（第四期長期計画調整計

画/平成 20 年 3 月） 

   ＊ただし、①1.3ha ②幅員 10ｍ以上の道路に接道 に適合する農地はない。 

④現在、土地利用がされている民有地は対象外とする。 

 ↓ 
①～④から「大規模公共公益施設」を抽出する【資料編 P.164】 

 
 
 
 

⑤新クリーンセンターの機能に加え、環境のキーワードで連担できる土地（または施設）が

隣接していること 

・施設 1.3ha＋緑地等（1～1.5ha）＝2.3～2.8ha 

 ↓ 

①～⑤から「将来の可能性のある都市計画施設」を抽出する【資料編 P.165】 
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（２）選定にあたって①～④から「大規模公共公益施設」を抽出する 
本市は人口密度全国第２位に位置するほど著しい都市化が進んでいる。土地利用は７割超の

住宅地と３駅の商業圏などからなっており、農地は３％に過ぎない。その中でも、前ページ①

～④の条件から「大規模公共公益施設」が確保されているところは、３つの都立公園、２つの

都立高校、５つの市立小・中学校、境浄水場、市役所・むさしの市民公園エリア、陸上競技場・

総合体育館・市営プールエリア、現クリーンセンター・野球場エリアと限られている。しかし、

現クリーンセンター・野球場エリアを除いて、他は土地利用がすでになされている現状がある。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 前ページ④より、現在、土地利用がされている民有地は対象外とした。 

＊2東京都の方針として、都立公園にごみ焼却施設は設置できないとしている。【資料編 P.163】 

＊3前ページ③より、農地は、対象から外すこととした。 

 （但し、①1.3ha ②幅員 10ｍ以上の道路に接道 に適合する農地はない。） 

 

用途 1.3ha 以上かつ幅員 10ｍ以上 

（道路で分割した場合の数） 

 

 

学校（市立小・中） ５ (1)(2)(3)(4)(5) 

学校（都立高校） ２ (6)(7) 

学校（私立小・中・高）＊1 １ (8) 

学校（私立大学）＊1 ３ (9)(10)(11) 

公園（都立）＊2 3 (12)(13)(14) 

農地（生産緑地）＊3 ０  

公共施設（市） ３ (15)(16)(17) 

水道施設（都） １ (18) 

病院  ＊1 １ (19) 

住宅団地  ＊1 ２ (20)(21) 

民有地  ＊1 ４ (22)(23)(24)(25) 

合計 25  
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（３）選定にあたって①～⑤から「将来の可能性のある都市計画施設」を抽出する 
◆クリーンセンターと公園等を一体化した施設を想定した整備用地の提案 

ケーススタディ（選定にあたっての視点①～⑤の条件） 
 クリーンセンターと公園等を一体化した施設を想定した整備用地で考えていくと、現クリー

ンセンター・野球場エリアは、街区で 3.4ha あり、土壌や生育環境など土地のポテンシャルが

高く、みどりが豊かに育っていることから適している。 
 それ以外の整備用地として考えられるのが、3 つの都立公園となるが、すでに供用開始され

ている都市計画公園に、新たに清掃施設を計画するのは不可能と考えられる。 
 それでは、これ以上の整備用地を選定するとすれば、昭和 16 年に都市計画公園として都市

計画決定し、今だに事業決定されない「境公園」がある。このエリアは、農地や最近整備され

た農業公園があり、公園とごみ焼却場としての融合した再計画をすれば可能である。しかし、

都市計画上、都市マスタープランからの位置づけから可能なのか、今の段階では不確定である。

また、今後 10 年内に新クリーンセンターを稼働させるとなると時間的な問題はクリアできな

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ケーススタディ 

クリーンセンターと公園等を一体化した施設づくりとして、最低必要面積 2.3ha とした場合、

農業公園がすでに 5,000 ㎡確保されており、残りの面積 1.8ha が買収面積となる。買収価格が

３０万円/㎡と仮定すると５４億円（18,000 ㎡＊30 万円/㎡）となる。さらに、家屋の補償費

がプラスされる。 

整備用地の条件 

① 買収費として、５４億円＋家屋補償費がプラスとなる。 

② 10 年以内に稼働を考えると、3年以内に買収が完了しなければならない。 

③ 都市計画上、マスタープランからの位置づけを検討し、都市計画変更する必要がある。 

＊事業決定されると買収行為が

なされ、公園として現実的に整

備されることになるが、計画決

定のままであれば、木造・鉄骨

造２階建てまで建築可能。だだ

し、地下は不可。 



資料Ⅴ 整備用地と候補地の適合性の比較 

 資料編 - 166 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
(12)

(13)

(14) 

(15) (16)
(17)

(18) 

(19) 

(20)

(21) (22)
(23)

(24)

(25) 

 

●都市マスタープラン 

◆ 

 

●1.3ha、10m 接道の敷

地は、大半が都市マス

タープランに位置づ

けされている。 
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④  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●都市計画公園・都市計画緑地 
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（参考資料） 

●東京都から小金井市への通知 
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●武蔵野市農業ふれあい公園 


